
   子育て 

ライフステージ毎に切れ目のない対策を講じるために 

ライフステージ毎に切れ目のない対策 

１ ライフプラン教育の推進   8,343千円 

・(一部新)ライフプラン教育総合推進事業【教育】 

・(一部新)＜少交＞思春期ライフプラン教育事業【健福】 

 

・(一部新)＜少交＞ライフプラン教育アドバイザー  

 派遣事業(少子化対策推進県民運動等推進事業の 

一部） 【健福】（再掲）  

１１ 子どもの貧困対策    277,629千円 

・（新）子どもの貧困対策計画策定事業【健福】  

・（新）ひとり親家庭の父母就職応援事業【健福】 

・（新）父子家庭等対応相談研修事業【健福】 

・ひとり親家庭等日常生活支援委託事業【健福】 

・（新）生活困窮家庭の子どもの学習支援事業【健福】 

・スクールカウンセラー等活用事業【教育】 

                                等 

２ 若者の雇用対策    112,783千円           

・（新）若年者正規雇用安定事業【雇経】  

・企業と若者を結ぶインターンシップ事業【雇経】 

・若者就職支援人材育成事業【雇経】 

・企業と若者のマッチングサポート事業【雇経】   

・若者が安心して農業参入できる環境 

 づくり推進事業【農林】             等                        

１２ 児童虐待の防止 47,089千円    

・（一部新）児童虐待法的対応推進事業【健福】  

・若年層における児童虐待予防事業【健福】     等 

１３ 社会的養護の推進   328,684千円 

・（一部新）家庭的養護推進事業【健福】   

・家族再生・自立支援事業【健福】  

重点的な取組以外 
・子ども専用電話相談事業【健福】         等 

・（一部新）＜少交＞みえの出逢い支援事業【健福】 

・出逢い・結婚支援事業【地連】 
 

３ 出逢いの支援 10,494千円            

７ 保育・放課後児童対策などの子育て家庭の支援 
                                   4,332,076千円 

  ・低年齢児保育充実事業【健福】   
 ・（一部新）保育士・保育所支援センター事業【健福】 

 ・（一部新）保育専門研修事業【健福】 

 ・（一部新） ＜創交＞放課後児童対策事業費補助金【健福】 

 ・（新）＜少交＞子育て家庭応援事業【健福】 

  ・（一部新）家族の絆強化事業【健福】                                    

                                等 

・（一部新）不妊相談・治療支援事業 

 （一般不妊治療助成等）【健福】  

４ 不妊に悩む家族への支援         
            440,405千円 

・（新）母子保健体制構築アドバイザー 
 設置事業【健福】 
・（新）＜少交＞乳幼児の事故予防等 
 推進事業【健福】 
・＜少交＞母子保健支援者育成事業【健福】 
・産後ケア事業【健福】      
・健やか親子支援事業【健福】 

５ 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの 
  充実   16,195千円 

８ 男性の育児参画の推進          9,853千円 

・（一部新）＜少交＞男性の育児参画普及啓発事業【健福】 

 

・少子化対策周産期医療支援事業【健福】 
・周産期医療システム構築事業【健福】 

６ 周産期医療体制の充実と 在宅での療育・療養支援   174,871千円    

・ＮＩＣＵ等長期入院児在宅移行支援事業【健福】 

・（一部新）発達障がい児への支援事業【健福】 
・子ども心身発達医療センター(仮称）整備事業【健福】 

１４ 発達支援が必要な子どもへの対応  
                      653,856千円 

重点的な取組以外 
 ・子ども医療費補助金【健福】 
・小児夜間医療・健康電話相談事業【健福】      等 

・（新）女性の就労継続支援事業【雇経】   ・（一部新）女性の就労支援事業【雇経】 
・子育て女性の再就職支援事業【雇経】    
・子育て女性の再チャレンジ促進事業【雇経】                         

９ 子育て期女性の就労に関する支援      54,355千円 

１０ 企業による仕事と子育てとの両立に向けた取組の支援    68,895千円 

・（一部新）女性が輝く三重づくり事業【環生】 
・(一部新）＜少交＞マタハラ、パタハラのない職場づくり事業【環生】 
・（一部新）子育て医師等復帰支援事業【健福】 
・働きやすい職場づくり事業【雇経】                                            等 

働き方 

・（一部新）＜少交＞少子化対策県民運動等 
 推進事業【健福】  
・少子化対策市町創意工夫支援交付金 
 【健福】                       
                        等 

県民の意識の高まり、環境の整備 

 妊娠・出産 

総額9,028,910千円（H25.2月補＋H26当初比 ＋3.4%） 

平成27年度当初予算（平成26年度2月補正予算含む）少子化対策関連予算の全体像 
  「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」におけるライフステージ毎の整理 

色塗りは計画における重点的な取組 

～結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、すべての子どもが豊かに育つことのできる三重～ 
めざすべき社会像 

計画期間：平成27年度～31年度 

①県の合計特殊出生率（平成25年1.49）をおおむね10年後を目途に結婚や出産の希望がかなった水準（希望出生率）の1.8台とする 

②「地域社会の見守りの中で、子どもが元気に育っていると感じる県民の割合」（25年度56.0％）を36年度に67.0%とする 

総合 
目標 

めざすべき社会像の実現に取り組むうえでの前提や約束事 計画推進の原則 

子どもの最善の利益
を尊重する 

家族形成は 
当事者の判断が 
最優先される 

人や企業、 
地域社会の 
意識を変える  

家族の特性に 
応じてきめ細かに 
支援する 
 

子どもの育ち、 
子育て家庭を 
地域社会で支える 
 
 

＜少交＞地域少子化対策強化交付金活用事業 
＜創交＞地方創生先行型交付金活用事業 

若者／結婚 子ども・思春期 

資料２ 


